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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】枠組みを崩すことなく取り外し操作をなし得る
スクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱着装置を提
供する。
【解決手段】枠組みの一の縦枠は、背面壁２７と側壁２
９とからなる断面略Ｌ字形の開放形枠であって、その上
下両端面に上下枠に対する連結盤４が固着してあり、カ
ートリッジは、スクリーンが巻き取られる巻取筒及びそ
の中心固定軸の間にコイルスプリングが介在している巻
取装置と、その中心固定軸が連結される上下両端の支承
盤５と、開放形枠の前部開放口を封じる開閉カバー８と
からなり、両支承盤５に、閉じた位置を保持するための
閉止手段が装備されており、また、上部支承盤には、コ
イルスプリングの弾力を調整する調整装置が内装され、
その前面に開閉カバー８で開閉される調整装置の操作窓
が設けてあり、開放形枠の側壁の前端位置に、開閉カバ
ー８と上下支承盤とを着脱可能に連結するとともに、開
閉可能に軸支する脱着軸３３を設けた。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下枠と左右縦枠とでネットが開閉される枠組みが構成され枠組みの一の縦枠は、スク
リーンが巻込みにセットされるカートリッジが着脱可能に納まるように、それを囲む背面
壁と側壁とからなる断面略Ｌ字形の開放形枠であって、その上下両端面に上下枠に対する
連結盤が固着してあり、カートリッジは、スクリーンが巻き取られる巻取筒及びその中心
固定軸の間にコイルスプリングが介在している巻取装置と、その中心固定軸が連結される
上下両端の支承盤と、開放形枠の前部開放口を封じる開閉カバーとからなり、両支承盤に
、閉じた位置を保持するための閉止手段が装備されており、また、上部支承盤には、コイ
ルスプリングの弾力を調整する調整装置が内装され、その前面に開閉カバーで開閉される
調整装置の操作窓が設けてあり、開放形枠の側壁の前端位置に、開閉カバーと上下支承盤
とを着脱可能に連結するとともに、開閉可能に軸支する脱着軸を設けたことを特徴とする
スクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱着装置。
【請求項２】
　上下支承盤についての前記閉止手段について、ネット収納枠を構成する枠本体の上下両
端に固着される連結盤は、上下枠に挿入する嵌入部が間隔保持部を介して突設され、上下
支承盤には、間隔保持部にビス止めする開閉ハンドルを突設してあることを特徴とする請
求項１記載のスクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱着装置。
【請求項３】
　開放形枠の前端位置の前記脱着軸に対する開閉カバーとその上下両端の支承盤との着脱
可能な取付けおよび軸支構造は、その脱着軸が主軸と上下副軸とからなり、開放形枠の端
にビスポケット形に主軸を一体に形成し、その上下両端にその軸が欠除され、上下連結盤
にはそのポケット形の中に突入する副軸を突設し、開閉カバーの端に主軸に弾性変形で着
脱可能に嵌まるビスポケット形の軸受を、上下支承盤には副軸に脱着可能に嵌まる切欠形
の軸受をそれぞれ形成してあることを特徴とする請求項１または２記載のスクリーンの巻
取収納部のカートリッジ式脱着装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、枠組みの中にネットや幕等のスクリーンを開閉可能に張るために、一の枠
にそれを巻き取る収納部を設けた例えば網戸や網窓さらには幕張りフレーム等に関するも
のである。詳しくは、スクリーン収納枠の上端にスクリーンの張り具合を調整する装置を
備えた網窓、網戸等において、そのスクリーン収納部を掃除しやすいように、開閉可能と
するほかに取外しないし取替え可能としたスクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱着
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　網窓、網戸（以下、網窓等という）においては、上下枠と左右縦枠とによる枠組みの中
にスクリーンを開閉可能に張る手段として、一方の縦枠をスクリーン収納枠として、それ
にスクリーンの巻取装置を内装するとともに、その上端にスクリーンの張り具合を正すス
クリーン調整装置が装備される。これには例えば、本出願人に係る特許文献１に記載の網
窓等を挙げることができる。
【０００３】
　図１６は、同網窓等の要部を分解して示したもので、これについて従来例を具体的に説
明すると、上下枠１０３，１０４と左右縦枠とから枠組みされ、その枠組みのうちの一の
縦枠がスクリーンを巻き取るスクリーン収納枠１０１として構成され、スクリーン１０４
の先端には把手フレーム１０６が取り付けられ、それが上下枠１０３，１０３と係合して
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いる。また、スクリーン収納枠１０１の中にはスクリーンの巻取筒１２７が設けられ、そ
れが内部のコイルスプリングによりスクリーンを巻き取る方向に付勢されている。したが
って、スクリーン調整装置１１０は、スクリーンを閉じたときの張り具合をこのコイルス
プリングの強弱として調整することになる。そして、コイルスプリングは、中心固定軸１
２６と巻取筒１２７との間に介在されているので、スクリーンを張った閉じた時点を基準
として、中心固定軸の回転調整により行われる。つまり、中心固定軸１２６をスクリーン
１０４の張りに向かわせる正回転調整または緩みに向かわせる逆回転調整が行われる。
【０００４】
　同図についてさらに説明すると、スクリーン収納枠１０１は、枠本体１１５と開閉カバ
ー１１７とからなり、枠本体の上端には端面基板１０８を固着し、端面基板の下に中心固
定軸１２６と一体に回転する中心歯車１３７とそれに従動する二段歯車１３９とを支承す
る内基板１３６を間隔をおいて一体に設け、その間隔にはスクリーンを巻き取るコイルス
プリングの弾発力を強めるように回す調整摘み１２３と、ラチェットレバー１１３とが開
閉カバー１１７の開きにより操作可能に露出するように設けてある。また、調整摘み１２
３が二段歯車１３９の歯としてそれと一体に形成され、その上にドライバーの差し軸１２
４を形成し、端面基板１０８にその差し軸１２４がドライバー操作可能に露出する軸支孔
１１２を設けてある。
【特許文献１】特許第３８９４５５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような従来の網窓等において、スクリーン収納枠の内部を掃除するときには、枠
本体のポケット１１９に軸支される開閉カバー１１７を開くことになるが、これは言わば
扉開きであるために、それを大きく開いても内部へブラシ等の掃除用具が行き届きがたく
、また、スクリーンの調製装置１１０については、その端面基盤１０８と内基板１３６と
の間を前面に開くだけあるから、ほとんど掃除ができなく不便であった。また、スクリー
ン収納枠１０１の上下両端は、スクリーンの調製装置の有無の違いがあっても部品を共用
する同じ構造であって、端面基板には上下枠に挿入してビス止めする一対の嵌入部１３５
，１３５が突設されていたので、スクリーン収納枠をその嵌入部の引き抜きで取り外すこ
とができたが、これは枠組みを崩す不安定な状態になるので（外された枠はコ字形になる
ことから）、特別に故障があったときの修理のとき以外にはスクリーン収納枠の取り外し
はしないのが無難であった。
【０００６】
　また、単に掃除が困難であるばかりか、環境によっては例えば飲食店の網窓等では、油
とともにゴミがこびりついているので、このような場合であると、飲食店で独自に掃除を
することは不可能であった。
【０００７】
　この発明は、上記のような実情に鑑みて、スクリーン収納部を大きく開放することがで
きばかりでなく、巻き取ったスクリーンを調整装置とともに丸ごと取り外して掃除し、或
いは新品のものと取替える操作ができ、しかも、スクリーンの収納部を枠とは別体のカー
トリッジとすることにより、いずれの場合にも、枠組みを崩すことなく取り外し操作をな
し得るスクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱着装置を提供することを課題とした。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、この発明は、上下枠と左右縦枠とでネットが開閉される
枠組みが構成され枠組みの一の縦枠は、スクリーンが巻込みにセットされるカートリッジ
が着脱可能に納まるように、それを囲む背面壁と側壁とからなる断面略Ｌ字形の開放形枠
であって、その上下両端面に上下枠に対する連結盤が固着してあり、カートリッジは、ス
クリーンが巻き取られる巻取筒及びその中心固定軸の間にコイルスプリングが介在してい
る巻取装置と、その中心固定軸が連結される上下両端の支承盤と、開放形枠の前部開放口
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を封じる開閉カバーとからなり、両支承盤に、閉じた位置を保持するための閉止手段が装
備されており、また、上部支承盤には、コイルスプリングの弾力を調整する調整装置が内
装され、その前面に開閉カバーで開閉される調整装置の操作窓が設けてあり、開放形枠の
側壁の前端位置に、開閉カバーと上下支承盤とを着脱可能に連結するとともに、開閉可能
に軸支する脱着軸を設けたことを特徴とするスクリーンの巻取収納部のカートリッジ式脱
着装置を提供する。
【０００９】
　上記の構成によれば、スクリーン収納枠の内部を掃除する仕方としては、次のような方
法をとることができる。
　（１）枠組みに張られているスクリーンをカートリッジに巻き取ってから、閉止手段を
解除して上下支承盤を開閉自由にすることにより、カートリッジを全体的に開放形枠から
半分開き出し（図６，図７）、或いは全体を開き出し（図９）、この状態からカートリッ
ジを開放形枠から分離して取り外す（図３，図５）。こうすれば、カートリッジを専門店
に渡して掃除することも可能である。
　（２）スクリーンの巻取りの有無にかかわらず、閉止手段をロックしたまま、カートリ
ッジの開閉カバーを開く（図８）。
　（３）スクリーンを巻き取ってから、閉止手段を解除することにより、カートリッジを
全体的に開放形枠から軸部を中心に開き出す（図９）。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、この発明によれば、網窓等の枠組みを崩すことなく、開閉カバー
を単に開くだけでなく、簡単な操作によりスクリーンの巻取装置を丸裸同然に引き出すこ
とができるため、巻取装置ばかりでなく、枠本体や開閉カバーに至るまで隅々に刷毛を及
ぼすことができる。特に、スクリーンを始めとする主要部分をカートリッジとして取り外
し、それを専門店できれいに処理でき、また、新品と取り替えることができ、取り外し中
においても開放形枠により四角の枠組みが好都合に堅持されるという優れた効果がある。
【００１１】
　加えて、請求項２によれば、開閉カバーの引き出しおよび取り外しが容易であるにも係
わらず、使用中におけるカートリッジの納まりが安定して保持され、請求項３によれば、
カートリッジが安定して取り付けられるとともに、取り外しも容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
　図１ないし図１６は、網窓に実施した一形態を示したもので、その網窓は、上下枠１，
１と、左右縦枠の一方の縦枠２と、他方の縦枠としての開放形枠３とから矩形に枠組みさ
れ、枠組みのために開放形枠３の上下両端には上下枠１，１に対して特殊な連結盤４，４
が用いられる。開放形枠３は、他の枠と同じく略断面Ｌ字形の押出形材からなる単独フレ
ームであって、その中には、両連結盤４，４の間においてスクリーン７の巻取り収納部と
してのカートリッジ１２が着脱可能に組み込まれている。このカートリッジ１２は、スク
リーン７の巻取装置９と、その上下両端の支承盤５，６と、開放形枠３の前面を封じる開
閉カバー８とからなる。
【００１４】
　図１、図２，図４，図１０および図１１は、網窓の使用状態であって、カートリッジ１
２が開放形枠３の中に納まっており、開閉カバー８が閉じられている。しかし、掃除また
は取替えをなすときに、図３および図５に示すように、枠組みを保持したまま（開放形枠
３がそのままで）カートリッジ１２を取り外すことができる。図６，図７が取り外し操作
の中途の状態を示す。
【００１５】
　開放形枠３は、枠組みの背面壁２７と側面壁２９とからなるＬ字形であって、背面壁２
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７の左右両端部に連結盤４，４をビス４ｃ，４ｃで止めるビスポケット３１，３１が形成
され、開放形枠３と上下枠１，１とは常時一体化されている。側面壁２９の前端に開閉カ
バー８を軸支するビスポケット状の主軸３３ａが形成されるが、主軸３３ａの上下両端が
欠除され、その切欠２０，２０には両連結盤４，４から副軸３３ｂ，３３ｂが突設され、
その先端が主軸３３ａの両端に突入している。この場合、副軸３３ｂ，３３ｂは支承盤５
，６を開放形枠３にビス止めする代わりとしても形成されている。このように、脱着軸３
３は、主軸３３ａと上下副軸３３ｂ，３３ｂとからなる。しかし、脱着軸３３の構成はこ
れに限定されるものではない。
【００１６】
　開閉カバー８は、略Ｌ字形の湾曲形状であって、カートリッジ１２を着脱する中心的存
在で、一端に主軸３３ａに弾力的に着脱可能なビスポケット状の軸受２４が形成される。
その上下両端は上下支承盤５，６と衝突しないように切り欠かれているが、そこでは、上
下支承盤５，６に副軸３３ｂ，３３ｂと係合する凹欠状の軸受２４が設けられる。そこで
、開閉カバー８と両支承盤５，６とは、一緒でも単独行動でも開閉する。
【００１７】
　上下の連結盤４，４は、上下対称形状であって、上下枠１，１に対して開放形枠３が距
離を隔てて連結されるようその距離の寸法の間隔保持部３５を介して、上下枠１，１に嵌
入する嵌入部３７が突設される。連結盤４は、開放形枠３の上端を不完全に封じており、
前端部に切欠部３８を有する。また、間隔保持部３５の前端部にその前面の欠除部３９を
有し、欠除部３９にネジ４６の螺入孔４９が設けられる。
【００１８】
　カートリッジ１２を構成する巻取装置９は、前記特許文献１に記載されたものと同様で
あって（図１）（従来例を示す図１７を参照）、巻取筒１９と、中央軸１３に連結される
中心固定軸２１と、巻取筒１９と中心固定軸２１との間に介在されるコイルスプリング２
３と、巻取筒１９と一体回転する中心回転軸１５とからなっている。
【００１９】
　上下支承盤５，６は、開口形（不完全箱形）の基盤４１とその口を封じる対面板４３と
の組み合わせからなる中空形であって、上部の支承盤５では内部に調整装置１０が内装さ
れる。また、両支承盤５，６には、基盤４１に開閉ハンドル４４が突設されている。基盤
４１の上面には前記切欠部３８を埋めるよう段差で盛り上がる補完凸面部４５が形成され
る。また、開閉ハンドル４４は、前記欠除部３９を埋める補完形状に形成され、間隔保持
部３５に止めるネジ４６の通し孔４７が設けており、ネジ４６は、間隔保持部３５螺入孔
４９に螺入される。こうして、止めネジ４６により開閉ハンドル４４の閉じた状態（図１
，図２，図４，図１０，図１１参照）、つまりカートリッジ１２の仕舞われた状態が保持
される。
【００２０】
　上下支承盤５，６は、上記のように中空状であって、連結盤４，４から突出する副軸３
３ｂ，３３ｂに係合する軸受３４，３４が基盤４１，４１に切欠状に開口して設けられ、
副軸３３ｂ，３３ｂを中心に開閉するとともに、外れ得るようになっている。また、上部
支承盤５の中心には、巻取装置９の中心固定軸１１と連結される調整装置１０の中央軸１
３が突設される。一方、下部支承盤６には巻取装置９の中心回転軸１５が回転可能に軸受
けされる中央軸承子１７が突設される。この中央軸承子１７は、双子ブロック１６の一部
としてプラスチックにより成形される。
【００２１】
　調整装置１０は、スクリーン７の先端の把手フレーム２５を縦枠２に磁石で吸着して閉
じた状態において、前記中央軸１３を介し中心固定軸２１を回してコイルスプリング２３
の効きを強弱するようになっている。これも特許文献１におけると同じであって（図１７
参照）、具体的には、中央軸１３と一体の中心歯車２６と、それと噛み合う二段歯車２８
と、中心歯車２６を止めるラチェットレバー３０と、ラチェットレバー３０を閉止する方
向に付勢するピンばね３２等から構成される。
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【００２２】
　さらに、上下支承盤５，６については、基盤４１と対面板４３，４３にそれぞれ中央孔
５１が開けられている。また、基盤４１と対面板４３とに脇孔５３ａ，５３ｂが開けられ
ている。そのうち基盤４１の脇孔５３ａは、切欠部３８で露出する前記補完凸面部４５に
おいて設けられる。したがって、以上述べたように、上下連結盤４，４および上下支承盤
５，６は上下対称の同じ形状であって、同一部品であるために左右勝手違いに（スクリー
ン開放形枠３を左右いずれにする場合にも）対応できるものである。
【００２３】
　しかしながら、上部支承盤５では、スクリーン７の調整装置１０が内装されているため
、その一部としての中心歯車２６の中央軸１３が中央孔５１から突出しており、前記脇孔
５３ａ，５３ｂには二段歯車２８の脇軸５５ａ，５５ｂが突出している。これに対して、
下部支承盤６では、中央孔５１から中央軸承子１７が突設され、脇孔５３ａ，５３ｂには
脇子５７が嵌められているが、中央軸承子１７と脇子５７とは連結部５９を介してプラス
チックで一体成形される。つまり、前記した双子ブロック１６が下部支承盤６に内装され
ている。したがって、下部支承盤６の内部において中央軸承子１７が安定して保持される
。
【００２４】
　こうして、スクリーン７の巻取装置９が上下支承盤５，６の間に軸支されその双方と一
体的に組み込まれているので、常時においては、図１，図２　図４，図１０，図１１に示
すように、上下支承盤５，６は仕舞われて開閉ハンドル４４，４４が止めネジ４６で止め
られており、また、開閉カバー３ｂが閉じられている。そして、簡単な掃除は内部点検の
場合には、開閉カバー３ｂだけが開かれる（図８参照）。
【００２５】
　しかし、これだけでは十分に掃除や点検ができないときには、上下支承盤５，６ととも
に巻取装置９が引き出される（図９参照）。この場合、同図の如く上下支承盤５，６と共
に開閉カバー３ｂが開かれる場合と、上下支承盤５，６を中途まで引き出して、開閉カバ
ー３ｂを全開に（図７の二点鎖線参照）することもできる。後者の場合が巻取装置９が一
層裸同然となる。
【００２６】
　なお、開閉ハンドル４４の閉止手段については、止めネジ４６による必要はないことは
もちろん、上記実施形態に限定されることなく様々な構造になり得る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】この発明に係る一実施形態を示す網窓の一部切欠した正面図である。
【図２】同網窓についてカートリッジにスクリーンを巻き取って開いた状態を示す正面図
である。
【図３】同網窓について図２の状態からカートリッジを取り外した状態を示す正面図であ
る。
【図４】同網窓について枠組みの一部を示す斜視図である。
【図５】同網窓についてカートリッジを取り外した状態を示す斜視図である。
【図６】同実施形態においてカートリッジを取り外す前段階を示す斜視図である。
【図７】同前段階における一部平面図である。
【図８】同網窓の枠組みについて開閉カバーだけが開かれた状態を示す一部断面した斜視
図である。
【図９】同網窓の枠組みについて開閉カバーと上下支承盤（その間の巻取装置）を同時に
引き出した（カートリッジを取り外すやり方の他の前段階の）状態を示す一部断面した斜
視図である。
【図１０】同網窓の一部平面図である。
【図１１】同網窓の一部底面図である。
【図１２】この発明に係る二段歯車の縦断面図である。
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【図１３】この発明に係る双子ブロックの平面図である。
【図１４】この発明に係る連結盤の斜視図である。
【図１５】この発明に係る基盤の平面図である。
【図１６】この発明に係る対面板の平面図である。
【図１７】従来例を示す網窓等の一部分解した斜視図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　上下枠
　２　縦枠
　３　開放形枠
　８　開閉カバー
　４　連結盤
　５，６　支承盤
　７　スクリーン
　９　スクリーンの巻取装置
　１０　スクリーンの調整装置
　１２　カートリッジ
　１３　中央軸
　１５　中心回転軸
　１６　双子ブロック
　１７　中央軸承子
　１９　巻取筒
　２０　切欠
　２１　中心固定軸
　２３　コイルスプリング
　２４　軸受
　２６　中心歯車
　２７　背面壁
　２８　二段歯車
　２９　側面壁
　３０　ラチェットレバー
　３３　脱着軸３３
　３３ａ　脱着軸の主軸
　３３ｂ　脱着軸の副軸
　３４　軸受
　３５　間隔保持部
　３７　嵌入部
　３８　切欠部
　３９　欠除部３９　
　４１　基盤
　４３　対面板
　４４　開閉ハンドル
　４５　補完凸面部
　４６　止めネジ
　４８　操作窓
　５１　中央孔
　５３ａ，５３ｂ　脇孔
　５５ａ，５５ｂ　脇軸
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